
平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日
受
領

答

弁

第

二

六

八

号

内
閣
衆
質
一
九
〇
第
二
六
八
号

平
成
二
十
八
年
五
月
十
七
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
子
ど
も
の
死
因
究
明
制
度
」
の
構
築
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
阿
部
知
子
君
提
出
「
子
ど
も
の
死
因
究
明
制
度
」
の
構
築
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
一
）
に
つ
い
て

「
死
因
究
明
等
推
進
計
画
」
（
平
成
二
十
六
年
六
月
十
三
日
閣
議
決
定
）
に
盛
り
込
ま
れ
た
施
策
を
は
じ
め
、
死
因
究
明

等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
推
進
等
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年

法
律
第
三
十
三
号
。
以
下
「
推
進
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
死
因
究
明
等
推
進
会
議
に
お
い
て
行
わ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
政
府
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日
に
「
当
面
の
死
因
究
明
等
施
策
の
推
進
に
つ
い
て
」
を
閣
議
決
定

し
、
同
年
九
月
二
十
一
日
に
推
進
法
が
失
効
し
た
後
も
引
き
続
き
死
因
究
明
等
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
推
進
並
び

に
そ
の
実
施
状
況
の
検
証
、
評
価
及
び
監
視
を
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
構
築
す
る
と
と
も
に
、
「
死
因
究
明
等
推
進
計

画
」
の
重
点
施
策
の
実
施
の
推
進
に
資
す
る
た
め
、
内
閣
府
に
置
か
れ
た
死
因
究
明
等
施
策
推
進
室
に
お
い
て
、
死
因
究
明

等
施
策
推
進
室
の
設
置
に
関
す
る
訓
令
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
訓
令
第
四
十
四
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
死
因
究
明
等
の

推
進
に
関
す
る
施
策
の
実
施
の
推
進
に
関
す
る
事
務
と
し
て
、
関
係
府
省
庁
に
お
け
る
施
策
の
進
捗
状
況
の
確
認
や
必
要
な

情
報
交
換
を
行
う
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

一
の
二
）
に
つ
い
て

一



現
在
ま
で
、
全
国
で
十
七
の
都
道
県
に
お
い
て
「
死
因
究
明
等
推
進
協
議
会
」
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

「
死
因
究
明
等
推
進
協
議
会
」
の
設
置
順
に
、
愛
媛
県
、
福
岡
県
、
東
京
都
、
滋
賀
県
、
新
潟
県
、
秋
田
県
、
岡
山
県
、
茨

城
県
、
高
知
県
、
静
岡
県
、
兵
庫
県
、
岐
阜
県
、
埼
玉
県
、
北
海
道
、
福
井
県
、
三
重
県
、
千
葉
県
で
あ
り
、
各
地
方
公
共

団
体
の
状
況
に
応
じ
た
施
策
を
推
進
す
る
た
め
、
関
係
機
関
間
の
協
議
や
情
報
交
換
等
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
の
一
）
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
い
て
警
察
が
取
り
扱
っ
た
死
体
（
警
察
庁
刑
事
局
が
都
道
府
県
警

察
か
ら
報
告
を
受
け
た
も
の
に
限
り
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
死
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
司
法
解
剖
を
実
施

し
た
も
の
の
①
数
及
び
②
警
察
が
取
り
扱
っ
た
死
体
の
総
数
に
占
め
る
割
合
を
都
道
府
県
別
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年

北
海
道

①
四
百
十
二
体

②
約
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

青
森
県

①
二
百
八
体

②
約
九
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

岩
手
県

①
百
十
六
体

②
約
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

二



宮
城
県

①
二
百
九
十
六
体

②
約
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

秋
田
県

①
二
百
十
九
体

②
約
十
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

山
形
県

①
百
三
十
五
体

②
約
七
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

福
島
県

①
百
七
十
七
体

②
約
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

茨
城
県

①
三
百
九
体

②
約
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

栃
木
県

①
二
百
三
十
六
体

②
約
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

群
馬
県

①
九
十
三
体

②
約
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

埼
玉
県

①
四
百
十
三
体

②
約
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

東
京
都

①
二
百
六
十
九
体

②
約
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

千
葉
県

①
三
百
四
十
四
体

②
約
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

神
奈
川
県

①
五
百
五
十
七
体

②
約
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

新
潟
県

①
百
十
五
体

②
約
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

山
梨
県

①
八
十
六
体

②
約
七
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

三



長
野
県

①
百
十
二
体

②
約
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

静
岡
県

①
百
六
十
一
体

②
約
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

富
山
県

①
百
七
十
五
体

②
約
十
二
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

石
川
県

①
百
十
八
体

②
約
九
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

福
井
県

①
八
十
一
体

②
約
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

岐
阜
県

①
五
十
七
体

②
約
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

愛
知
県

①
二
百
四
十
体

②
約
三
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

三
重
県

①
百
三
十
六
体

②
約
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

滋
賀
県

①
百
八
体

②
約
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

京
都
府

①
百
八
十
八
体

②
約
六
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

大
阪
府

①
五
百
三
十
九
体

②
約
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

兵
庫
県

①
三
百
二
十
二
体

②
約
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

奈
良
県

①
百
六
十
三
体

②
約
九
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

四



和
歌
山
県

①
百
六
十
八
体

②
約
十
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

鳥
取
県

①
四
十
八
体

②
約
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

島
根
県

①
五
十
三
体

②
約
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

岡
山
県

①
百
五
十
三
体

②
約
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

広
島
県

①
六
十
六
体

②
約
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

山
口
県

①
百
十
七
体

②
約
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

徳
島
県

①
四
十
一
体

②
約
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

香
川
県

①
百
三
十
八
体

②
約
九
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

愛
媛
県

①
百
七
体

②
約
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

高
知
県

①
五
十
七
体

②
約
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

福
岡
県

①
三
百
五
体

②
約
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

佐
賀
県

①
五
十
六
体

②
約
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

長
崎
県

①
八
十
四
体

②
約
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

五



熊
本
県

①
八
十
四
体

②
約
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

大
分
県

①
四
十
二
体

②
約
三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

宮
崎
県

①
五
十
三
体

②
約
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

鹿
児
島
県

①
七
十
五
体

②
約
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

沖
縄
県

①
三
百
二
十
四
体

②
約
十
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
六
年

北
海
道

①
五
百
九
十
体

②
約
八
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

青
森
県

①
百
七
十
五
体

②
約
八
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

岩
手
県

①
百
十
九
体

②
約
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

宮
城
県

①
三
百
十
一
体

②
約
十
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

秋
田
県

①
百
九
十
四
体

②
約
十
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

山
形
県

①
百
三
十
六
体

②
約
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

福
島
県

①
百
六
十
五
体

②
約
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

六



茨
城
県

①
二
百
八
十
一
体

②
約
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

栃
木
県

①
二
百
四
十
四
体

②
約
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

群
馬
県

①
七
十
八
体

②
約
三
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

埼
玉
県

①
四
百
五
十
一
体

②
約
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

東
京
都

①
二
百
四
十
四
体

②
約
一
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

千
葉
県

①
二
百
九
十
四
体

②
約
四
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

神
奈
川
県

①
六
百
四
十
七
体

②
約
五
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

新
潟
県

①
百
四
十
五
体

②
約
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

山
梨
県

①
百
十
一
体

②
約
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

長
野
県

①
百
九
体

②
約
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

静
岡
県

①
百
七
十
六
体

②
約
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

富
山
県

①
百
六
十
六
体

②
約
十
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

石
川
県

①
百
五
十
五
体

②
約
十
二
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

七



福
井
県

①
七
十
七
体

②
約
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

岐
阜
県

①
六
十
一
体

②
約
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

愛
知
県

①
三
百
十
体

②
約
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

三
重
県

①
百
十
五
体

②
約
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

滋
賀
県

①
七
十
体

②
約
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

京
都
府

①
百
二
十
九
体

②
約
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

大
阪
府

①
六
百
三
十
八
体

②
約
五
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

兵
庫
県

①
三
百
十
体

②
約
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

奈
良
県

①
百
五
十
二
体

②
約
八
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

和
歌
山
県

①
百
五
十
四
体

②
約
十
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

鳥
取
県

①
三
十
五
体

②
約
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

島
根
県

①
七
十
八
体

②
約
七
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

岡
山
県

①
百
五
十
体

②
約
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

八



広
島
県

①
六
十
二
体

②
約
一
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

山
口
県

①
百
三
十
五
体

②
約
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

徳
島
県

①
四
十
四
体

②
約
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

香
川
県

①
七
十
六
体

②
約
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

愛
媛
県

①
八
十
六
体

②
約
三
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

高
知
県

①
六
十
三
体

②
約
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

福
岡
県

①
三
百
九
十
二
体

②
約
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

佐
賀
県

①
六
十
六
体

②
約
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

長
崎
県

①
九
十
八
体

②
約
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

熊
本
県

①
九
十
一
体

②
約
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

大
分
県

①
五
十
三
体

②
約
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

宮
崎
県

①
八
十
六
体

②
約
六
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

鹿
児
島
県

①
百
四
十
四
体

②
約
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

九



沖
縄
県

①
二
百
十
八
体

②
約
十
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
七
年

北
海
道

①
六
百
五
十
六
体

②
約
九
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

青
森
県

①
百
四
十
三
体

②
約
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

岩
手
県

①
百
十
九
体

②
約
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

宮
城
県

①
二
百
六
十
七
体

②
約
九
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

秋
田
県

①
百
八
十
体

②
約
十
一
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

山
形
県

①
百
二
十
六
体

②
約
八
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

福
島
県

①
百
七
十
体

②
約
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

茨
城
県

①
二
百
六
十
六
体

②
約
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

栃
木
県

①
百
五
十
五
体

②
約
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

群
馬
県

①
八
十
三
体

②
約
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

埼
玉
県

①
四
百
五
十
八
体

②
約
五
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

一
〇



東
京
都

①
百
六
十
七
体

②
約
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

千
葉
県

①
二
百
七
十
五
体

②
約
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

神
奈
川
県

①
六
百
八
十
八
体

②
約
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

新
潟
県

①
百
三
十
四
体

②
約
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

山
梨
県

①
九
十
二
体

②
約
八
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

長
野
県

①
百
四
十
五
体

②
約
五
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

静
岡
県

①
百
二
十
九
体

②
約
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

富
山
県

①
百
六
十
体

②
約
十
一
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

石
川
県

①
百
七
十
五
体

②
約
十
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

福
井
県

①
百
九
体

②
約
十
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

岐
阜
県

①
六
十
一
体

②
約
二
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

愛
知
県

①
二
百
五
十
一
体

②
約
三
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

三
重
県

①
百
二
十
一
体

②
約
五
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

一
一



滋
賀
県

①
六
十
四
体

②
約
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

京
都
府

①
百
五
十
六
体

②
約
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

大
阪
府

①
六
百
九
十
一
体

②
約
五
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

兵
庫
県

①
三
百
十
七
体

②
約
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

奈
良
県

①
百
三
十
七
体

②
約
七
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

和
歌
山
県

①
百
四
十
九
体

②
約
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

鳥
取
県

①
三
十
一
体

②
約
三
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

島
根
県

①
六
十
九
体

②
約
七
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

岡
山
県

①
百
四
十
一
体

②
約
六
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

広
島
県

①
四
十
七
体

②
約
一
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

山
口
県

①
百
三
十
体

②
約
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

徳
島
県

①
五
十
七
体

②
約
五
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

香
川
県

①
九
十
三
体

②
約
六
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

一
二



愛
媛
県

①
百
五
体

②
約
四
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

高
知
県

①
六
十
五
体

②
約
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

福
岡
県

①
三
百
三
十
六
体

②
約
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

佐
賀
県

①
七
十
八
体

②
約
七
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

長
崎
県

①
九
十
九
体

②
約
六
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

熊
本
県

①
八
十
二
体

②
約
三
・
六
パ
ー
セ
ン
ト

大
分
県

①
三
十
八
体

②
約
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

宮
崎
県

①
六
十
二
体

②
約
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

鹿
児
島
県

①
百
三
十
一
体

②
約
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

沖
縄
県

①
二
百
十
六
体

②
約
十
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

ま
た
、
司
法
解
剖
に
要
す
る
経
費
は
、
国
が
そ
の
全
額
を
支
弁
し
て
お
り
、
平
成
二
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
約
二

十
二
億
二
千
三
百
万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。

二
の
二
）
に
つ
い
て

一
三



死
体
解
剖
保
存
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
四
号
。
以
下
単
に
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、

政
令
で
定
め
る
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
は
監
察
医
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
い
う
「
政

令
で
定
め
る
地
」
と
し
て
、
監
察
医
を
置
く
べ
き
地
域
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
八
十
五
号
。
以
下
単

に
「
政
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
東
京
都
の
区
の
存
す
る
区
域
、
大
阪
市
、
横
浜
市
、
名
古
屋
市
及
び
神
戸
市
が
定
め

ら
れ
て
い
る
。

平
成
二
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
い
て
警
察
が
取
り
扱
っ
た
死
体
の
う
ち
、
法
第
八
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
解
剖
を
実
施
し
た
も
の
の
①
数
及
び
②
警
察
が
取
り
扱
っ
た
死
体
の
総
数
に
占
め
る
割
合
を
政
令
で
定
め
る
監
察

医
を
置
く
べ
き
地
域
を
包
括
す
る
都
府
県
別
に
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年

東
京
都

①
二
千
三
百
二
十
九
体

②
約
十
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

神
奈
川
県

①
千
三
百
五
十
九
体

②
約
十
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

愛
知
県

①
四
体

②
約
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

大
阪
府

①
千
百
六
十
九
体

②
約
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

一
四



兵
庫
県

①
九
百
六
十
六
体

②
約
十
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
六
年

東
京
都

①
二
千
二
百
三
十
体

②
約
十
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

神
奈
川
県

①
千
三
百
九
十
六
体

②
約
十
一
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

愛
知
県

①
三
体

②
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

大
阪
府

①
千
百
八
十
体

②
約
九
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

兵
庫
県

①
九
百
十
体

②
約
十
四
・
三
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
七
年

東
京
都

①
二
千
三
百
十
四
体

②
約
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

神
奈
川
県

①
五
百
六
体

②
約
四
・
二
パ
ー
セ
ン
ト

愛
知
県

①
零
体

②
零
パ
ー
セ
ン
ト

大
阪
府

①
千
百
三
十
一
体

②
約
九
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

兵
庫
県

①
九
百
五
十
五
体

②
約
十
六
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

一
五



ま
た
、
監
察
医
に
よ
る
解
剖
に
係
る
予
算
及
び
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
国
は
そ
の
費
用
を
負
担
し
て
お
ら
ず
、
予
算
に

つ
い
て
は
政
令
で
定
め
ら
れ
る
地
の
存
す
る
都
府
県
が
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
把
握
し
て
い
な
い
。

二
の
三
）
に
つ
い
て

平
成
二
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
の
各
年
に
お
い
て
警
察
が
取
り
扱
っ
た
死
体
の
う
ち
、
警
察
等
が
取
り
扱
う
死

体
の
死
因
又
は
身
元
の
調
査
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
死
因
・
身
元
調
査
法
」
と
い

う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
解
剖
（
以
下
「
調
査
法
解
剖
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
た
数
を
都
道
府
県
別
に
お
示

し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年

北
海
道

五
体

青
森
県

十
三
体

岩
手
県

十
一
体

宮
城
県

四
体

秋
田
県

二
体

一
六



山
形
県

十
四
体

福
島
県

九
体

茨
城
県

四
十
体

栃
木
県

六
十
四
体

群
馬
県

三
体

埼
玉
県

五
十
九
体

東
京
都

百
八
体

千
葉
県

十
体

神
奈
川
県

四
百
七
十
七
体

新
潟
県

九
体

山
梨
県

十
体

長
野
県

八
体

静
岡
県

一
体

一
七



富
山
県

二
体

石
川
県

一
体

福
井
県

十
七
体

岐
阜
県

一
体

愛
知
県

六
十
三
体

三
重
県

七
体

滋
賀
県

十
体

京
都
府

六
体

大
阪
府

三
十
九
体

兵
庫
県

百
九
十
五
体

奈
良
県

十
六
体

和
歌
山
県

二
十
九
体

鳥
取
県

五
体

一
八



島
根
県

五
体

岡
山
県

二
体

広
島
県

三
体

山
口
県

十
三
体

徳
島
県

九
体

香
川
県

十
九
体

愛
媛
県

十
三
体

高
知
県

一
体

福
岡
県

四
十
体

佐
賀
県

二
体

長
崎
県

十
九
体

熊
本
県

十
七
体

大
分
県

二
体

一
九



宮
崎
県

四
体

鹿
児
島
県

二
体

沖
縄
県

二
十
九
体

平
成
二
十
六
年

北
海
道

六
体

青
森
県

十
二
体

岩
手
県

四
体

宮
城
県

二
十
四
体

秋
田
県

三
体

山
形
県

三
十
四
体

福
島
県

十
五
体

茨
城
県

三
十
六
体

栃
木
県

百
十
一
体

二
〇



群
馬
県

七
体

埼
玉
県

四
十
三
体

東
京
都

二
百
二
十
三
体

千
葉
県

十
六
体

神
奈
川
県

三
百
八
十
八
体

新
潟
県

七
体

山
梨
県

十
一
体

長
野
県

三
体

静
岡
県

五
体

富
山
県

一
体

石
川
県

三
体

福
井
県

二
十
二
体

岐
阜
県

二
体

二
一



愛
知
県

八
十
六
体

三
重
県

十
二
体

滋
賀
県

十
三
体

京
都
府

二
十
体

大
阪
府

三
十
七
体

兵
庫
県

三
百
三
十
八
体

奈
良
県

二
十
四
体

和
歌
山
県

五
十
一
体

鳥
取
県

二
十
八
体

島
根
県

九
体

岡
山
県

二
体

広
島
県

二
体

山
口
県

九
体

二
二



徳
島
県

九
体

香
川
県

三
十
三
体

愛
媛
県

二
十
三
体

高
知
県

一
体

福
岡
県

四
十
五
体

佐
賀
県

十
四
体

長
崎
県

十
五
体

熊
本
県

八
体

大
分
県

一
体

宮
崎
県

七
体

鹿
児
島
県

十
一
体

沖
縄
県

百
四
十
七
体

平
成
二
十
七
年

二
三



北
海
道

十
一
体

青
森
県

四
体

岩
手
県

二
体

宮
城
県

九
十
五
体

秋
田
県

五
体

山
形
県

二
十
九
体

福
島
県

十
三
体

茨
城
県

五
十
体

栃
木
県

六
十
六
体

群
馬
県

十
一
体

埼
玉
県

五
十
一
体

東
京
都

三
百
五
十
体

千
葉
県

十
八
体

二
四



神
奈
川
県

五
百
五
十
八
体

新
潟
県

十
体

山
梨
県

十
二
体

長
野
県

十
三
体

静
岡
県

六
体

富
山
県

二
体

石
川
県

三
体

福
井
県

三
十
四
体

岐
阜
県

五
体

愛
知
県

五
十
七
体

三
重
県

十
一
体

滋
賀
県

二
十
三
体

京
都
府

十
体

二
五



大
阪
府

三
十
五
体

兵
庫
県

三
百
八
十
二
体

奈
良
県

十
六
体

和
歌
山
県

五
十
六
体

鳥
取
県

二
十
四
体

島
根
県

二
十
三
体

岡
山
県

三
体

広
島
県

一
体

山
口
県

二
十
五
体

徳
島
県

七
体

香
川
県

二
十
九
体

愛
媛
県

二
十
九
体

高
知
県

二
体

二
六



福
岡
県

四
十
八
体

佐
賀
県

十
五
体

長
崎
県

十
一
体

熊
本
県

十
体

大
分
県

零
体

宮
崎
県

六
体

鹿
児
島
県

八
体

沖
縄
県

二
百
十
六
体

ま
た
、
調
査
法
解
剖
に
要
す
る
経
費
は
、
都
道
府
県
が
支
弁
し
、
国
が
そ
の
一
部
を
補
助
し
て
い
る
が
、
経
費
の
総
額
は

把
握
し
て
い
な
い
。

二
の
四
）
に
つ
い
て

調
査
法
解
剖
に
つ
い
て
は
、
解
剖
を
実
施
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
死
因
が
、
災
害
、
事
故
、
犯
罪
そ
の
他
市
民
生
活
に
危
害

を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
否
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
死
体
に
対

二
七



し
こ
れ
を
実
施
す
る
か
は
、
個
別
の
事
案
に
応
じ
て
総
合
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
警
察
庁
と
し
て
は
、
お

尋
ね
の
「
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
は
示
し
て
い
な
い
が
、
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
は
、
死
因
・
身
元
調
査
法
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
適
切
に
調
査
法
解
剖
が
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

二
の
五
）
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
、
解
剖
は
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
が
、
必
要
な
解
剖
が

今
後
も
確
実
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
て
お
り
、
「
死
因
究
明
等
推
進
計
画
」
に
基
づ
き
、
解
剖
の
実
施
体
制
の

充
実
を
含
む
各
種
施
策
を
引
き
続
き
推
進
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
の
一
）
に
つ
い
て

児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
か
ら
の
報
告
に
基
づ
い
て
、
厚
生
労
働
省
社
会
保
障
審
議
会

児
童
部
会
児
童
虐
待
等
要
保
護
事
例
の
検
証
に
関
す
る
専
門
委
員
会
に
お
い
て
検
証
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
解
剖
の
有
無
を

把
握
し
た
事
例
も
あ
る
が
、
児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
に
係
る
解
剖
の
有
無
に
つ
い
て
網
羅
的
に
把
握
し
て
い
な
い
。

三
の
二
）
に
つ
い
て

児
童
虐
待
に
よ
る
死
亡
事
例
に
つ
い
て
、
御
指
摘
の
「
報
告
書
の
五
百
八
十
二
人
」
以
外
に
存
在
す
る
可
能
性
は
否
定
で

二
八



き
な
い
が
、
平
成
二
十
八
年
三
月
十
日
に
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
新
た
な
子
ど
も
家
庭
福
祉
の

あ
り
方
に
関
す
る
専
門
委
員
会
報
告
（
提
言
）
」
（
以
下
「
提
言
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
指
摘
も
踏
ま
え
、
児
童
（
十
八

歳
未
満
の
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
死
亡
事
例
の
実
態
を
統
計
的
に
正
確
に
把
握
す
る
方
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い

り
た
い
。

四
の
一
）
に
つ
い
て

臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
（
平
成
九
年
法
律
第
百
四
号
。
以
下
「
臓
器
移
植
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
脳
死
と
判
定
さ
れ
た
児
童
に
つ
い
て
は
、
「
「
臓
器
の
移
植
に
関
す
る
法
律
」
の
運
用
に
関
す
る
指
針
（
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
）
」
（
平
成
九
年
十
月
八
日
付
け
健
医
発
第
一
三
二
九
号
厚
生
省
保
健
医
療
局
長
通
知
別
紙
。
以
下
「
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
。
）
第
�
に
基
づ
き
、
虐
待
を
受
け
た
児
童
へ
の
対
応
の
た
め
に
必
要
な
虐
待
防
止
委
員
会
等
の
院
内
体
制
及

び
児
童
虐
待
の
対
応
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
整
備
さ
れ
て
い
る
臓
器
提
供
施
設
（
臓
器
の
提
供
者
か
ら
臓
器
を
摘
出
す
る

医
療
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
、
移
植
医
療
に
係
る
業
務
に
従
事
す
る
者
が
虐
待
が
行
わ
れ
た
疑
い
の
有
無

を
確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
平
成
二
十
一
年
度
厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
「
小
児
の
脳

死
判
定
及
び
臓
器
提
供
等
に
関
す
る
調
査
研
究
」
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
脳
死
下
臓
器
提
供
者
か
ら
被
虐
待
児
を
除
外
す

二
九



る
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
及
び
日
本
小
児
科
学
会
が
作
成
し
た
「
子
ど
も
虐
待
診
療
の
手
引
き
」
に
お
い
て
示
さ
れ
た
手
順
を
参
考

と
し
て
、
各
臓
器
提
供
施
設
に
お
い
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
整
備
し
、
虐
待
が
行
わ
れ
た
疑
い
の
有
無
の
確
認
を
行
う
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。

ま
た
、
臓
器
移
植
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
脳
死
と
判
定
さ
れ
た
児
童
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
二
年
三
月
に
厚

生
大
臣
が
設
置
し
た
脳
死
下
で
の
臓
器
提
供
事
例
に
係
る
検
証
会
議
（
以
下
「
検
証
会
議
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
こ
れ

ま
で
十
五
例
の
う
ち
五
例
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
き
虐
待
が
行
わ
れ
た
疑
い
の
有
無
の
確
認
が
適
切
に
行
わ
れ

た
こ
と
を
確
認
し
て
お
り
、
残
り
の
十
例
に
つ
い
て
も
、
順
次
検
証
会
議
に
よ
る
検
証
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

四
の
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
す
べ
て
の
虐
待
死
を
積
極
的
に
発
見
す
る
シ
ス
テ
ム
」
及
び
「
原
則
と
し
て
解
剖
し
て
死
因
を
検
証
す
る
制

度
」
の
具
体
的
な
内
容
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
提
言
に
お
い
て
、
「
海
外
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
子
ど
も
の

全
て
の
死
の
検
証
」
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
モ
デ
ル
的
取
組
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
旨
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
踏
ま
え
、
児
童
の
死
亡
事
例
の
検
証
に
つ
い
て
、
例
え
ば
諸
外
国
の
事
例
を
参
考
に
し
た
モ
デ
ル
事
業
等
、
予
防
可
能
な

死
亡
か
ら
児
童
を
守
る
た
め
に
必
要
な
取
組
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

三
〇



四
の
三
）
に
つ
い
て

死
因
究
明
は
、
社
会
全
体
が
追
求
し
て
い
く
べ
き
重
要
な
公
益
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
に
お
い
て
は
、
「
死
因

究
明
等
推
進
計
画
」
に
基
づ
き
、
関
係
府
省
庁
間
の
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
「
死
亡
時
画
像
読
影
技
術
等
向
上
研
修
事
業
」

を
は
じ
め
と
す
る
施
策
の
推
進
や
死
因
究
明
等
関
連
予
算
の
確
保
等
に
努
め
て
い
る
。
引
き
続
き
、
関
係
府
省
庁
が
連
携
し
、

「
死
因
究
明
等
推
進
計
画
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三
一


